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令和 8 年度 親子交流支援事業 業務委託募集要項（プロポーザル）  

 

１．事業目的 

ひとり親家庭に育つ子どもが両親との絆を維持しながら、心身の健やかな成長を促進

するとともに、子どもの権利を擁護することを目的とする。 

 

２．業務内容 

   別紙「仕様書」を参照 

 

３．委託料について 

  当初契約金額については、2,656,500円（消費税等を含む。）を上限とし、実支払い額

については親子交流支援（以下「支援」という。）の実施実績に応じて、前期（7月～10

月）と後期（11月～3月）の２回に分けて支払うこととする。 

なお、支払いに要する費用については、仕様書に定める区分ごとの金額の範囲内とし、

支援に必要な支援員の交通費については、別途、その実費額を支払うこととする。 

 

４．契約期間 

令和 8年７月１日から令和 9年 3月 31日 

本契約は単年度契約とし、年度中の実績審査において運営が良好と認められる場合は

２回を限度として同一業者と契約できるものとする。ただし、予算等の都合により契

約内容を変更、または契約を解除する場合がある。 

 

５．履行場所 

受託者が保有する施設または、受託者において確保する場所等 

 

６．応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること 

ア 法人格を有する事業者で、過去 3年以上、同種の講習を行った実績があること 

イ 契約を締結する能力を有しない者または破産者で復権を得ない者でないこと 

ウ 大阪市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員等または同条 3 号に規定

する暴力団密接関係者でないこと 

エ ひとり親家庭等の福祉向上に理解と協力、連携が図れること 

 

７.スケジュール 

募集開始 令和 8年 6月 8日 

質問受付締切 令和 8年 6月 12日 

質問に対する回答 令和 8年 6月 17日 

参加申請書等の提出期限 令和 8年 6月 24日 

選定結果通知 令和 8年 6月 29日 
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契約締結・事業開始 令和 8年 7月 1日 

事業完了 令和 9年 3月 31日 

 

 

８.応募手続き等に関する事項 

（１）参加申請書等の提出について 

ア 受付期間 令和 8年 6月 8日から 6月 24日 ※日・祝を除く 

午前 9時～正午及び午後 1時～午後 5時（ただし、最終日は午後 3時まで） 

※書類提出は必ずご来館ください。郵送での受け付けはいたしかねます。 

イ 提出書類      

1） 参加申請書兼誓約書（様式 1） 

2） 法人の概要（様式 2） 

3） 法人市町村税の納税証明書 

4） 法務局発行の印鑑証明書 

5） 企画提案書（様式 3） 

① 本業務に対する考え方、実施方針について 

② 具体の事業提案及び予測される効果 

③ 専門性の有無（支援を行う支援員の選定等について） 

④ 本業務の実施方法、手法について 

⑤ 法人の経営方針・同種事業の運営実績 

⑥ 個人情報保護について 

⑦ 提案見積と積算根拠（様式 4） 

  ウ 提出部数  正 1部、副 6部（副は複写可）  計 7部 

エ 提出場所  大阪市立愛光会館 ３階 

（2）質問の受付 

ア 受付期間  令和 8年 6月 8日～6月 12日 午後 5時まで 

イ 質問方法  Ｅメールのみ(受付メールアドレス haha@v-aid.org） 

            ※メールの件名は「親子交流支援事業 質問事項について（御社

名）」と記載してください。 

ウ 回  答   期限までに寄せられた質問を取りまとめて、6月 17日に当会ホーム 

ページに掲載します。ただし、質問がない場合は掲載いたしません。 

また、電話・来館などの口頭による質問や個別への回答、締切以降 

の質問は受付けません。 

 

９.選定に関する事項 

（１）選定方法 

本企画提案の選定基準に沿って審査を行います。審査の結果、評価点が最も高い事業

者が複数いる場合は、評価の最低基準を６０点以上としたうえで、「企画提案に関す
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る事項」、「応募法人に関する事項」、「経費積算に関する事項」の順に得点の高い事業

者を選定します。 

 
 

（２）失格事由 

    次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外します。 

ア 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

イ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に

開示すること 

ウ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

エ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 
 

（３）選定結果の通知 

  評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に書面により通知します。 

 

10.その他 

（１）提案に要する費用、条件等 

ア 企画提案書の作成に要する費用は、応募者の負担とします 

イ 提案見積等の内容に不明な点がある場合は、別途、応募者にヒアリングを求める

ことがあります 

ウ すべての企画提案書は返却しません 

エ 提出された企画提案書は、審査・事業者選定の用途以外に応募者に無断で使用し 

  ません 

オ 期限後の提出、差し替え等は認めません 

カ 提出された種類に虚偽の申請があった場合は、当該申請書等を無効とします 

 

11.提出先・問い合わせ先  

大阪市立愛光会館指定管理者 

公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会（担当：芝田・枝松） 

所在地：〒531-0071 大阪市北区中津 1-4-10  大阪市立愛光会館 3階 

TEL：06-6371-7146   FAX：06-6371-6722 

 



令和８年度 大阪市ひとり親家庭福祉連合会 親子交流支援事業業務委託仕様書 

 

 

１． 趣旨 

   本仕様書は、公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会（以下「当会」という。）が 

 実施する親子交流支援事業（以下「本事業」という。）に関し、委託する業務の内容につ 

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

２． 業務の名称 

 公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会親子交流支援事業業務委託 

 

３． 対象者 

本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。 

（１）同居親及び支援の対象となる子が大阪市内に住所を有し、子どもの年齢が概ね18 

歳未満であること。 

（２）親子交流に関する取り決めを行っており、同居する親及び子どもが別居する親と 

の交流を希望しているとともに、本事業を利用することについて父母双方が合意し 

ていること。 

   （３）過去に本事業を利用していないこと及び他の自治体や親子交流支援団体による支 

援を受けたことが無いこと。 

 

４． 委託期間 

 令和８年７月１日（水）から令和９年３月31日（水）まで 

 

５． 業務内容の詳細 

   （１）事業内容 

    「公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会親子交流支援事業実施要領」に基づ 

き、次の①から⑤に掲げる業務を行う。 

 

①  親子交流支援員の配置 

     親子交流支援員（以下「支援員」という。）については、親子交流に関する相談支援 

への対応経験を６カ月以上有する者や家事調停・家事審判に関する業務に従事経験が 

ある者、その他適切に親子交流支援（以下「支援」という。）を実施する能力を有する 

と認められる者の中から支援員を選任し、選任した支援員の氏名並びに経歴等を当会 

に報告する。 

 

②  事前面談 

・当会において書類審査を行い、支援することが適当であると判断した支援候補者に 

対して面談を行う。 

・事前面談は２回実施することとし、１回目は現状等の聴取及び親子交流支援計画書 

を作成し、２回目に誓約書の徴取等を行う。また、２回目の面談時には、支援の対 

象となる子どもを同伴させることとする。 

・初回の事前面談日から１年を経過した場合は、当該面談は無効とし、再度初回の面 

談を行う。 

 

   ③ 支援計画の作成及び変更 

・支援の内容、方法、実施頻度等について当事者間の合意の下に親子交流支援計画書 

（以下「支援計画書」という。）を作成し、支援候補者及び当連合会に通知する。 



・支援期間中にやむを得ない理由により策定した支援計画を変更する場合も同様とす 

 る。 

・支援期間内に支援対象者の住所・氏名等に変更が生じた場合は、速やかに当会に報 

告する旨を伝える。 

 

④ 支援対象者の決定 

父母それぞれから誓約書の提出を受けた後、支援実施の可否について、速やかに父 

母それぞれに対してその結果を通知するとともに、当連合会に報告する。 

 

⑤ 親子交流支援 

  ・見守り型支援は、１回あたり２時間以内とし、頻度は月２回までとする。 

   ただし、当会が費用を負担するのは月1回までとする。 

・受渡し型支援は、頻度を月１回とする。 

 

（２）実施場所 

見守り型支援の実施場所は、子どもの安全に十分配慮し、事業受託者が確保する。 

受渡し型支援は、父母双方の合意のもと適切な実施場所を決定すること。 

 

（３）支援の期間 

支援期間は、支援の１回目実施日を始期として、原則、最長で１年間とする。 

  事業受託者は、支援の１回目実施日から１年間を経過した者に対し、支援期間の満 

了を通知する。 

  なお、当該年度内における支援期間が１年に満たない場合は、支援継続申出書の提 

  出により、残りの期間について、最長１年間の範囲内で支援を継続できることとす 

る。 

 

６． 本事業に係る費用（消費税込） 

 次の区分により示した金額を上限とし、実績件数に応じてその費用を支払うものとす

る。 

   （１）事前面談 60分 5,500円（１人２回まで） 

   （２）親子交流支援に係る初期費用 5,000円（１人1回まで） 

   （３）親子交流見守り型 １回 10,000円 （子ども２名まで。３名以上の場合は、 

１人につき10,000円を加算する。） 

   （４）親子交流受渡し型 １回 8,000円 （子どもの人数は問わない。） 

       ※ 別途、親子交流支援員の交通費は実費分を支払うこととする。 

   （５）会場使用料（親子交流見守り型に限る。） １家族 支援１回につき 2,000円 

    ※なお、所要経費の見積額算定にあたっては、支援対象者の件数を別表に記載する月 

別の件数とし、年間で30件の支援を想定するものとする。 

 

７． 各種報告書の提出 

   事業受託者は、業務実施計画書、月次報告書、実績報告、精算報告、その当会の求めに 

より必要な書類を提出するものとする。 

 

８． 個人情報の保護等 

 事業受託者は、当該業務の履行に際して知り得た秘密を洩らさないこと。また当該業務

において聴取した個人情報等は当該業務以外の目的で利用しないこと。 

 

９．緊急時の対応 



   親子交流支援中等に緊急事態が生じた場合は、当会に速やかに報告すること。 

 

 

別表 

                       （単位：件）       （単位：件） 

  事前面談    交流支援 

月別 １回目（当月） 2 回目（当月） 2 回目（翌月）  月別 （見守り） 

7 月 3 1 2  7 月 1 

8 月 3 2 1  8 月 5 

9 月 3 2 1  9 月 8 

10 月 3 2 1  10 月 11 

11 月 3 2 1  11 月 14 

12 月 3 2 1  12 月 17 

1 月 4 3 1  1 月 21 

2 月 4 3 1  2 月 25 

3 月 4 3 1  3 月 29 

計 30 20 10  計 131 

 

※ 交流支援に係る見積額の算定にあたっては、見守り型、受渡し型を問わず見守り支援と

して計上すること。 
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